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○甲斐市都市公園条例施行規則 

平成16年9月1日 

規則第112号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、甲斐市都市公園条例（平成16年甲斐市条例第143号。以下「条例」と

いう。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （指定管理者の指定の申請） 

第２条 条例第3条の4第1項の規定によるしのはら公園（以下「指定管理公園」という。）

の指定管理者の指定の申請は、指定管理者指定申請書に、次に掲げる書類を添付して提

出することにより行わなければならない。 

(1) 事業計画書 

(2) 収支計画書 

(3) 実施体制を記載した書類 

(4) 団体の概要を記載した書類 

(5) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの 

(6) 法人の登記事項証明書（法人の場合に限る。） 

(7) 市長が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの 

(8) 前各号に掲げるもののほか、条例第3条の4第2項各号に掲げる基準による指定管理者

の選定のため市長が必要と認める書類 

（行為の申請手続） 

第３条 条例第4条第1項及び第3項の規定により許可を受けようとする者は、利用しようと

する日の7日前までに、許可申請書を市長（指定管理公園にあっては、指定管理者。以下

この条及び次条において同じ。）に提出しなければならない。 

２ 市長は、その申請を許可したときは、許可書を当該申請者に交付するものとする。 

（利用時間） 

第４条 条例第4条第1項各号の行為のため、公園の利用を許可する日時等については、別

表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。 

（使用料の納付） 

施行日が未到来の内容が含まれています（赤字部分） 
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第５条 条例第17条第1項の規定による使用料（以下「使用料」という。）は、前納しなけ

ればならない。 

（使用料の免除又は返還の手続） 

第６条 条例第17条第2項の規定により、使用料の免除を受けようとする者は、当該許可の

申請をする際に、使用料免除申請書を提出しなければならない。 

２ 条例第17条第3項ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、返還の理

由の生じた日から起算して15日以内に、使用料返還申請書を提出しなければならない。 

 （利用料金の納付） 

第７条 条例第17条の2第1項の規定による利用料金（以下「利用料金」という。）は、前

納しなければならない。 

 （利用料金の免除又は返還の手続） 

第８条 条例第17条の2第2項の規定により、利用料金の免除を受けようとする者は、当該

許可の申請をする際に、利用料金免除申請書を提出しなければならない。 

２ 条例第17条の2第3項ただし書の規定により利用料金の返還を受けようとする者は、返

還の理由の生じた日から起算して15日以内に、利用料金返還申請書を提出しなければな

らない。 

（利用者の責務） 

第９条 公園施設の利用者は、管理係員の指示に従い、その利用する設備その他の物件を

管理し、一般入園者の事故防止に努め、その利用を終わったとき、又は利用許可を取り

消されたときは、直ちに清掃整頓し、原形に復さなければならない。 

（書類の様式） 

第10条 都市公園法（昭和31年法律第79号。以下「法」という。）、条例及びこの規則の

規定による書類の様式は、それぞれ次の定めるところによるものとする。 

(1) 法第5条第1項の規定による公園施設設置許可申請書 様式第1号 

(2) 法第5条第1項の規定による公園施設管理許可申請書 様式第2号 

(3) 法第6条第2項の規定による公園占用許可申請書 様式第3号 

(4) 条例第4条第2項の規定による公園内制限行為許可申請書 様式第4号 

(5) 法第5条第1項及び第6条第3項並びに条例第4条第3項の規定による変更許可申請書 
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様式第5号 

(6) 第2条の規定による指定管理者指定申請書 様式第6号 

(7) 第6条第1項の規定による使用料免除申請書 様式第7号 

(8) 第6条第2項の規定による使用料返還申請書 様式第8号 

(9) 第8条第1項の規定による利用料金免除申請書 様式第9号 

(10) 第8条第2項の規定による利用料金返還申請書 様式第10号 

(11) 条例第12条第2項の規定による保管工作物等一覧簿 様式第11号 

(12) 条例第16条の規定による工作物等返還引換証兼受領書 様式第12号 

（委任） 

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成16年9月1日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の竜王町公園管理規則（昭和61年竜王町規

則第10号）、竜王町赤坂台総合公園使用基準（平成12年竜王町制定）又は敷島町都市公

園条例施行規則（昭和57年敷島町規則第4号）の規定によりなされた処分、手続その他の

行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成17年3月31日規則第12号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

  附 則（令和7年9月26日規則第33号） 

（施行期日） 

１ この規則中第1条の規定は令和8年4月1日から、第2条の規定は甲斐市都市公園条例の

一部を改正する条例（令和7年甲斐市条例第  号）第2条の施行の日から、附則第3項の

規定は公布の日から施行する。 

（経過措置等） 

２ この規則の施行前に改正前の甲斐市都市公園条例施行規則の規定によりなされた処

分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行
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為とみなす。 

３ 甲斐市都市公園条例の一部を改正する条例（令和7年甲斐市条例第 号）附則第2項の

規定により条例の施行の日前にしのはら公園の管理に関し、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第244条の2第3項に規定する指定管理者が指定される場合における当該指定

の申請については、この規則第2条による改正後の第2条の規定の例による。 
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別表（第4条関係） 

1 公園の利用を許可する時間 午前8時30分から午後6時まで。ただし、2に掲げる公園 

 施設を除く。 

2 特定の公園施設における利用を許可する日時等 

公園名 公園施設名 

利用を許可する日時等 

利用を許可しない日 

利用を

許可す

る時間 

特記事項 

赤坂台総合公園 芝生広場 

12 月 29 日から翌年 1月 3

日まで 

月曜日（この日が国民の祝

日に関する法律（昭和 23

年法律第 178 号）に規定す

る休日の場合にはその翌

日） 

午前9時

から午

後5時ま

で 

貸し出しは、

芝生広場面積

の50パーセン

ト以内とす

る。 

玉幡公園 芝生広場 

12 月 29 日から翌年 1月 3

日まで 

日曜日及び土曜日 

国民の祝日に関する法律

に規定する休日 

午前9時

から正

午まで 

貸し出しは、

芝生広場面積

の50パーセン

ト以内とす

る。 

島上条公園 芝生広場 

12 月 29 日から翌年 1月 3

日まで 

日曜日及び土曜日 

国民の祝日に関する法律

に規定する休日 

午前9時

から正

午まで 

貸し出しは、

芝生広場面積

の50パーセン

ト以内とす

る。 

やはた公園 芝生広場 

12 月 29 日から翌年 1月 3

日まで 

日曜日及び土曜日 

国民の祝日に関する法律

に規定する休日 

午前9時

から午

後5時ま

で 

貸し出しは、

芝生広場面積

の50パーセン

ト以内とす

る。 
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グラウン

ド・ゴルフ

場 

12 月 29 日から翌年 1月 3

日まで 

木曜日及び金曜日 

午前9時

から午

後5時ま

で 

 

  
3 バイ 3 専

用コート 

12 月 29 日から翌年 1月 3

日まで 

午前9時

から午

後5時ま

で 

 

     

 


